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保育園の運動会で披露する
英語あそびで使うカードを作りました。

デイサービスの敬老会で
記念品としてお渡しするストラップを

子どもたちが作りました。

聞こえない子と聞こえる子。
お互いに協力して謎を解く
「脱出クイズ」を通して

交流しました。

施設の廊下を彩る天井飾りをたくさん作って
障がい者施設に届けました。

遠く離れた伊豆大島の
『黒潮作業所（パン屋）』で

サマボラでつくった紙バッグが大活躍。

昨年のプログラム例です。

※定員に満たないプログラムは、夏休み期間も申込みいただけます。

一部、定員に達し締切ったプログラムがあります。ぜひお問合せください。
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不登校のお子さん ご家族のみなさん
一緒にいたい仲間がいるよ！

区内で不登校のお子さんや
ご家族を支える活動をしている

皆さんのご紹介です。

※現在、社協が持っている情報を基に掲載しています。

　子ども村ホッとステーションでは、毎週月・水・木曜日の10時から14時まで、不登校の子ども達と大人達で多世代の居
場所づくりをしています。子ども達は午前中に学習をし、その後、会場で調理する出来立ての昼食を、子ども達も調理や配
膳を手伝い、みんなで一緒にいただきます。午後は週1回の音楽講座（エレキギターの練習やライブコンサートも！）、下
町紙芝居の会やお習字指導の方、ボードゲームを教えてくださる方などにも来ていただいています。もちろん一人でゲーム
をしたり、寝転がっている子もいたりと好きなスタイルで午後の時間を過ごしています。スタッフ達は、子ども達のこれか
らの生き方を子ども達と模索しながら、引きこもっている子には自宅へ訪問し、高校受験の子には受験までのサポートを
学校と連携しながらしています。子ども達が生き生きと毎日を過ごしてくれるのがスタッフ達の願いです。
一般社団法人子ども村ホッとステーション　代表：大村みさ子
問合せ先：荒川区町屋2-21-2 フレスコ町屋201　電話：03-6240-8571
　　https://www.kodomomura-hotstation.com　　　arakawa.kodomomura@gmail.com

　なにかし堂は、荒川区の商店街にある「街の図書館」です。1階は、図書館として、子どもから高齢者までどなたでも公園
のように無料で過ごすことができます。2階では、昼間は学校以外の学び場として、夕方からは学習塾としても活用可能で
す。
　2020年コロナ禍と共に始まり、地域に根差した居場所として「子ども達が豊かな繋がりを実感できる地域社会」を念頭
に運営しています。
　子どもの未来応援基金採択（第6回）、あらかわ子ども応援ネットワーク参加。子どもを見守るスタッフや地域活性化に
貢献していく仲間を随時募集中。2022年からは自宅に訪問し一緒にゲームをする出張ゲーム活動も開始しています。
なにかし堂　店主：野口貴裕
問合せ先：荒川区南千住1-25-11　電話：03-5604-5893

　「つながリズム」は月1回、講師を招いて講座を開催したり、不登校の子をもつ親同士の交流会を行っています。講座は、
親が知りたい情報や子どもに対する悩みの解消につながる方法を教えてもらえるような内容です。交流会では、不登校に
関する悩みを話し合い、「一人で抱えないでいいんだよ」というメッセージを込めて語り合っています。また、ストレス発散
になる運動や、子どもも一緒に参加できるイベントも企画しています。
　同じ立場の仲間を見つけ、みんなで悩みを共有し、支え合いましょう。不登校でお悩みの保護者の方・ご関心のある方、
是非、ご参加ください。
不登校支援えふリズム　代表：栗林はる奈
問合せ先：荒川区社会福祉協議会 地域ネットワーク課 地域福祉支援係
電話：03-3802-3338　　　jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

　かたリズムは、不登校の保護者のためのランチ会です。こども食堂サザンクロスにて、毎月第2水曜日に開催していま
す。我が子の心配事を暗い雰囲気で話すより、美味しいごはんをいただきながら幸せな気持ちで帰宅していただきたいと
いう気持ちからランチ会を始めました。現在は、コロナ禍もあり、お弁当を配布しています。
　4年目を迎え、親御さんの気持ちの変化を見守る不登校のお子さん達が少しずつ学校に登校する姿が見えてきました。
親子がお互いを理解し合うことが大切だと思います。不登校でお悩みの方、かたリズムに参加して他の親御さんと話して
みませんか。
かたリズム　主催：南谷素子（こども食堂サザンクロス代表）
問合せ先：荒川区社会福祉協議会 地域ネットワーク課 地域福祉支援係
電話：03-3802-3338　　　jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

　不登校のお子さんのことでお悩みの親御さんに寄り添う「フリートークサロン☆Sophia」を月2回開催しています。
第1土曜日は荒川区社会福祉協議会3階の会議室で、第2土曜日は西尾久7-32-3のアオバビル2階にて「フリートーク
サロン☆Sophia in Aoba」として行っています。
　自分自身の経験から、不登校の子どもをもった親御さんの気持ちに共感したいと思い、話を伺おうと考え立ち上げまし
た。荒川社協のサロンの一環として活動を始め10年になります。予約も必要ありませんので、気軽にご参加ください。
お待ちしています。
フリートークサロン☆Sophia、フリートークサロン☆Sophia in Aoba　代表：中村幸子
問合せ先：荒川区社会福祉協議会 地域ネットワーク課 地域福祉支援係
電話：03-3802-3338　　　jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

子ども村ホッとステーション

なにかし堂

フリースペースAoba

つながリズム

かたリズム

フリートークサロン
☆Sophia / ☆Sophia in Aoba

　息子が不登校になり、何をどうして良いかわからず、医療機関を受診したり、教育センターなどに相談しましたが、私自
身が子どもと向き合わなければならないと一念発起し、息子が魚好きだったので、伊豆大島へ移住しました。地元の漁師
さんや釣り名人と交流するうちに、学びたいことや、やりたい仕事など人生に夢と希望が持てるようになりました。
　「もしも今、以前の息子のように、不安や無気力を感じながら家でゲームばかりしている子達に何か出来ることはないだ
ろうか？」という思いから、2022年5月から月・火・水の15時から19時の間で不登校支援の子どもの居場所「フリースペース
Aoba」を開所しました。ゲームを媒介にして子ども達同士のコミュニケーションをはかり、興味関心のある事や好きな事
を応援して、その中から将来やりたい事を見つけて欲しいと思っています。
非営利型一般社団法人マザーシップ　代表：岸ゆり
問合せ先：荒川区西尾久7-32-3 アオバビル　電話：090-4543-6335
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「親族後見」に関するお手伝いをしています！
　「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分
でない方を対象とし、その方の権利を守る支援者を選ぶことで法的に保護し、支援する仕組みです。
　あんしんサポートあらかわでは、成年後見制度を利用することが必要な方について、その方の支援
者を親族が務めて支援する「親族後見」に関するお手伝いをしています。

☆この他にも、成年後見制度に関するご相談がありましたら、あんしんサポートあらかわまでお問い合わせください☆

成年後見センターあんしんサポートあらかわ 電話：03-3802-3396

　成年後見制度には、判断能力が不十分な状態にある方を対象と
した「法定後見制度」と、将来、判断能力が不十分になったときに
備える「任意後見制度」の2種類があります。
　法定後見制度では、その方の判断能力に応じて「補助」「保佐」
「後見」の3つの類型に分けられ、それぞれの支援者を「補助人」
「保佐人」「成年後見人」と呼びます。ここでは、これらを総称して
「成年後見人等」と言います。
　成年後見人等は、成年後見制度の利用が必要な方（以下「ご本
人」と言います）の法律上の支援者となり、預貯金の払い戻しや口
座解約、介護サービスなどの利用、入院など各種手続き、不動産
の売買や財産の取引などの契約といった行為を、ご本人の権利を
守るために行います。

成年後見人は何をする人なの？

　成年後見人等になるためには、まずは、成年後見制度のことをよ
く知る必要があります。
　あんしんサポートあらかわでは、成年後見制度について基礎的
なことを知りたい方に向けた説明会のほか、制度の利用を具体的
に考えている方に向けた司法書士による相談会を行っています。

これから親や子の成年後見人等になろうと考えている方へ
　成年後見人等になると、支援の計画づくりや金融機関等での手
続き代行、家庭裁判所への報告など、様々な行為が求められます。
　あんしんサポートあらかわでは、親族が成年後見人等を務める
上で必要なことを知る機会として、司法書士による説明会や相談
会を行っています。

親や子の成年後見人等になったけど、どうしていいかわからない

　家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる方を選任
します。支援者には親族が最も適任だと家庭裁判所が判断した場
合は、親族が選任されます。ご本人に法律上または生活面での課
題がある、ご本人の財産管理が複雑困難であるなどの事情が判明
している場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士など、専門的
な知識を持っている専門職が選任されることがあります。そして、
成年後見人等に選任された方は、次のようなことをします。

① 成年後見人等として、ご本人へどのような支援をするか
　 計画を立てます。
② ご本人の希望などを聞いて、必要な手続きを行います。
③ お金のトラブルからご本人を守ります。
④ ご本人の生活の様子を家庭裁判所に報告します。

成年後見人等にはどのような人が選ばれるの？

● 司法書士による成年後見制度説明会（親族後見編）
　 8、１１、2月の第3水曜日 午後1時30分～（1時間程度）

● 司法書士相談会
　 毎月第2・4火曜日
　 午後2時00分～
　 午後4時00分

● 成年後見制度説明会基礎編
　 毎月第1水曜日（祝日の場合は第2水曜日）
　 午後1時30分～（1時間程度）

● 司法書士による成年後見制度説明会（法定・任意後見編）
　 法定後見編：7、10、1月の第3水曜日
　 午後1時30分～（1時間程度）
　 任意後見編：9、12、3月の第3水曜日
　 午後1時30分～（1時間程度）

● 司法書士相談会
　 毎月第2・4火曜日 午後2時00分～午後4時00分
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善 意 の 寄 付 者 一 覧

5月 2日
5月27日

匿名
匿名

オムツ・パッド等
タオル・石鹸

日付 寄付物品寄付者名

物品寄付者
［令和4年4月15日～令和4年6月14日］（敬称略）

5月10日
5月17日
5月30日

7,649
1,209
14,301

珈琲屋 シナモン
西宮酒店
清水和子の店 お客様一同

日付 金額（単位：円）寄付者名

たんぽぽ募金箱設置店
［令和4年4月15日～令和4年6月14日］（敬称略）

今回、お預かりしましたご寄付には「コロ
ナの影響で困っている家庭を応援した
い」「高齢者福祉に役立ててほしい」など
の想いが込められています。

善意の寄付者
［令和4年4月15日～令和4年6月14日］（敬称略）

日付 金額（単位：円）寄付者名
4月27日
4月27日
4月28日
5月 9日
5月30日
6月 7日
6月 7日
6月 7日

吉池洋子
西峯行雄
上田俊子
甲斐文雄
南千住駅前ふれあい館
荒川山吹ふれあい館
ふらっと.フラット折り紙教室
ふらっと.フラット折り紙教室

3,800
20,000
20,000
150,000
49,662
920
1,600
1,200

令和4年度 受験生チャレンジ支援貸付事業

問合せ

受験生チャレンジ支援貸付　電話：03-5615-3440

窓口時間：月～金　午前8時半～午後5時（土・日・祝除く）

中学3年生、高校3年生またはこれに準じる者（高校大学等中途退

学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、

浪人生、編入希望者等）の塾費用・受験料をお貸しします。進学すれ

ば返済免除となります。申し込みには収入等の要件がありますので、

お問い合わせください。

収入要件が緩和されました！連帯保証人が不要になりました！

すきま時間を活かしてみませんか？

報　酬：750円～950円（1時間）
※活動内容・時間帯により変動

問合せ：にこにこサポート
電　話：03-3891-5180

報　酬：1,050円～2,625円（1時間）
※時間帯・ご利用者の身体介護の状況により変動

問合せ：移動支援サービス
電　話：03-5604-8811

◆にこにこサポート協力会員募集（有償ボランティア）
　日常生活にお困りの高齢の方などに、家事や付き添い等の
　介助・見守りを行う協力会員（18歳以上）を募集します。
　資格は問いません。

◆視覚・知的障がい者ガイドヘルパー募集
　視覚障がい、知的障がいのある方に寄り添い、目的地までの

　安全な誘導、買い物、通学、通院介助などのお手伝いを行う
　ガイドヘルパー（18歳以上70歳未満）を募集します。資格要
　件があります。

ご近所のサロンに
涼みに来ませんか？
暑い時期が続いています。みなさんふれあい
粋・活サロンでぜひ涼みながら楽しい時間を
一緒に過ごしませんか？

ご相談・問合せ：地域福祉支援係
電話：03-3802-3338
メール：jigyo@arakawa-shakyo.or.jp

ふれあい粋・活サロンとは・・・
　ご近所の方が月1回程度集まり、歌やレクリエーション、
体操、福祉や生活に役立つお話（防犯や詐欺など）、時に
は落語やコンサートなどを楽しみながら皆さんで交流し
ています。
　生活上の心配事を気軽に話したり、近所の方と知り合
ったり、生活に役立つ情報が入ったり、介護予防にもなり、
楽しい集いの場になっています。
　現在、荒川区内には91か所のふれあい粋・活サロンが
あり、住民のみなさん（世話人さん）が運営をしています。
粋・活サロンに参加したい方、うちの近くのサロンはどこ
だろう？など、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせく
ださい。


